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0. 2HBCパブリックコメント 20806.3

頁 行 意見の対象となる該当箇所 意見

全体 全体 . 地域情報の重要性と既存ラジオ局のノウハウの活用等が配慮され .｢地域ブロック向けデジタルラジオ放送｣に帯域を割当てられた事を評価したい o 

16頁-17頁 最終行 - ｢開始 5年後に 9 0%以上の世帯か く -率を実現す
こと｣を､例えば .事業参入の際の条件にすること

により制度的に確保することも考えられる ○

る 北海道の広いエリアをカバーする為には放送事業者の
等 多大な努力と長い年月が必要だった .

急速な普及計画は参入事業者に多大な負担をかけ､全国普及の障害になりかねないので慎重にすべきである O 

30頁 工の項目 NHKのノウハウ等の活用 NHKが有するコンテンツや技術面等のノウハウの活用は必要と考える ○ 

34頁 イの項目 - サイマル放送の扱い 地域のリスナーに支持されている情報をサイマル放送することは端末の普及にも有効であり､制約すべきではない ○


